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１ 宝塚市環境基本計画とは 

この計画は、本市の豊かな自然を守りながら、持続可能で快適な暮らしを実現するた

め、今後の環境施策の指針となる「環境づくりの道しるべ」です。 

環境問題は、気候変動対策（脱炭素）や資源循環（ごみ減量及び 3R）、自然環境の

保全など多岐にわたります。 

本計画は、それらを総括し、体系を整え、身近に自然を感じられる持続可能なまちづ

くりを実現させるための計画です。 

第 3次宝塚市環境基本計画を受けて、令和８年度からの 10年間を計画期間とします。 

 

２ 第 4次宝塚市環境基本計画（案）策定の経過 

  この計画（案）の策定にあたり、令和７年（2025 年）３月に宝塚市環境審議会に

計画策定に関する諮問を行いました。これを受けて、宝塚市環境審議会において同年

３月～令和８年（2026年）３月に５回の審議を実施しました。 

  宝塚市環境審議会は知識経験者４名（令和７年（2025年）11月～ ３名）、公共的

団体の代表４名、公募による市民３名の計 11 名（令和７年（2025 年）11 月～ 10

名）で構成されています。委員名簿は別添のとおりです。 

 

３ 第 4次宝塚市環境基本計画（案）のポイント 

 (１) 趣旨・目的・背景 

近年、猛暑や集中豪雨といった気候変動の危機、ごみ問題、生態系の破壊な

ど、私たちを取り巻く環境課題は、深刻かつ複雑になっています。また、社会

構造の変化に伴い、市民一人ひとりが環境に配慮した暮らしを選択し、持続可

能な地域社会をつくることが一層求められています。 

この計画（案）は、このような環境を取り巻く情勢の変化に対応し、豊かな

自然を次世代に引き継ぎ、安全・安心で持続可能なまちを実現することを目的

としています。 

 

 (２) 考え方・論点 

環境都市像として「環境都市・宝塚 健全で恵み豊かな環境を共に育むまち」を

目指し、次の 6つの方針を定めています。 

Ⅰ ゼロカーボンの実現を目指すまちづくり 

Ⅱ 循環型社会の構築 

Ⅲ 自然共生社会の実現 

Ⅳ 健康で快適に暮らせるまちづくり 

Ⅴ 安全で快適な環境のまちづくり 

Ⅵ みんなで取り組む環境づくり 

 

第 3 次宝塚市環境基本計画の内容を継承しながらも、環境保護の観点だけでなく、

ウェルビーイングの実現といった新たな視点も反映しています。 

 

                 
第４次宝塚市環境基本計画（案）への意見募集について 



４ 意見募集の目的 

  第 4次宝塚市環境基本計画（案）策定の趣旨や内容等について、広く公表し、計画（案）

に市民の皆様からの意見を反映するため、意見募集を行います。 

  なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。 

① 第 4次宝塚市環境基本計画（案）に対する意見募集 

② 別紙「意見提出用紙」 

③ 第 4次宝塚市環境基本計画（案）の概要 

④ 第 4次宝塚市環境基本計画（案） 

 

５ 第 4次宝塚市環境基本計画（案）の公表方法について 

  パブリック・コメントの計画（案）の概要版・本編は、市ホームページ及び市の窓

口にて公表しています。 

 （１） 市ホームページ（http://www.city.takarazuka.hyogo.jp） 

    ア 環境部環境エネルギー課のページ 

    イ トップページから「第 4次宝塚市環境基本計画（案）」で

検索するか、または「検索用 ID：1063116」を入力し検索

することもできます。 

                           二次元コード 

 （２） 市の窓口 

     市役所環境エネルギー課、市民相談課、各サービスセンター・サービスステ

ーション及び各公民館で公表しています。 

  

６ 意見の募集期間 

  令和８年（2026年）５月１日（金）から 

          令和８年（2026年）６月１日（月）まで 

 

７ 意見の提出方法 

  別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入し、案に関する意見を記載して提出してく

ださい。任意の用紙で提出していただく場合は、別紙「意見提出用紙」に記載のある

項目（氏名、住所、電話番号等）すべてを明記してください。 

  意見が複数ある場合は、意見ごとに意見対象箇所（全般もしくは特定部分）が分か

るように記載してください。 

  提出方法は、市役所環境エネルギー課への提出・郵送・ファクシミリ・電子メール・

電子申請のいずれかの方法により、募集期間内にご提出ください。ただし、郵送の場

合は、令和８年（2026年）６月１日必着とします。 

  正確な聴き取りができずご意見を取り違える可能性がありますので、電話などによ

る口頭での意見提出はできません。 

   

８ 提出先・問い合わせ先 

  〒665-8665（住所記載不要）「宝塚市役所 環境部環境エネルギー課」 

   電話番号      ０７９７－７７－２０７０（直通） 

   ファクシミリ    ０７９７－７１－１１５９  

   電子メールアドレス m-takarazuka0036@city.takarazuka.lg.jp 

   ※ 宝塚市役所環境部環境エネルギー課は、宝塚市東洋町１番１号宝塚市役所 

本庁舎２階です。 



 

９ 意見の公表について 

  氏名、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。提出いただいた意見（パ

ブリック・コメント）については、個人の権利利益を害するおそれのある情報等を除

き、その全体を取りまとめた上で、意見の採否及び市の考え方とともに市ホームペー

ジで公表するほか、市役所環境エネルギー課（２階）、市民相談課、各サービスセン

ター・サービスステーション及び各公民館で配布します。 

  なお、提出いただいた意見に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。 

 

１０ 個人情報等の取扱について 

   氏名、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切使用、

提供しません。 


